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○

調
理
師
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
三
号
）
（
抄
）
（
第
十
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
養
成
施
設
の
指
定
）

（
削
る
）

第
一
条
の
二

調
理
師
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
調
理
師
養
成
施
設
の
指
定
の
申
請
は
、
そ
の
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
養
成
施
設
の
内
容
変
更
）

（
指
定
養
成
施
設
の
内
容
変
更
）

第
一
条
の
二

調
理
師
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

第
一
条
の
三

指
定
を
受
け
た
調
理
師
養
成
施
設
（
以
下
「
指
定
養
成
施
設
」
と
い
う

指
定
を
受
け
た
調
理
師
養
成
施
設
（
以
下
「
指
定
養
成
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
立

。
）
の
設
立
者
は
、
生
徒
の
定
員
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更

者
は
、
生
徒
の
定
員
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
指
定
養
成
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知

事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
養
成
施
設
の
入
所
及
び
卒
業
の
届
出
）

（
指
定
養
成
施
設
の
入
所
及
び
卒
業
の
届
出
）

第
一
条
の
三

指
定
養
成
施
設
の
設
立
者
は
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
前
年
の
四
月

第
一
条
の
四

指
定
養
成
施
設
の
設
立
者
は
、
毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
前
年
の
四
月

一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
入
所
者
の
数
及
び
卒
業
者
の
数
を
都
道

一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
入
所
者
の
数
及
び
卒
業
者
の
数
を
当
該

府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
養
成
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
指
定
養
成
施
設
の
名
称
等
の
変
更
等
の
届
出
）

（
指
定
養
成
施
設
の
名
称
等
の
変
更
等
の
届
出
）

第
一
条
の
四

指
定
養
成
施
設
の
設
立
者
は
、
そ
の
指
定
養
成
施
設
の
名
称
そ
の
他
の

第
一
条
の
五

指
定
養
成
施
設
の
設
立
者
は
、
そ
の
指
定
養
成
施
設
の
名
称
そ
の
他
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
指
定
養
成
施
設

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
指
定
養
成
施
設

を
廃
止
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
そ

を
廃
止
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
そ

の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
旨
を
当
該
指
定
養
成
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

（
削
る
）

第
十
六
条

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
事
務
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一

養
成
施
設
の
指
定
を
行
う
に
必
要
な
調
査
に
関
す
る
事
務

二

指
定
養
成
施
設
に
関
す
る
指
定
取
消
理
由
の
有
無
の
調
査
に
関
す
る
事
務

（
通
知
）

（
通
知
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

（
事
務
の
区
分
）

（
削
る
）

第
十
八
条

第
一
条
の
二
、
第
一
条
の
三
第
二
項
、
第
一
条
の
四
、
第
一
条
の
五
及
び

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す

る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。
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（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
省
令
へ
の
委
任
）

（
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
八
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）


